
船舶事故等調査報告書 

平成２７年９月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５横第４０号 

事故等種類 火災 

発生日時 平成２７年３月２５日 １３時０５分ごろ 

発生場所 千葉県船橋市船橋中央ふ頭北岸壁 

千葉港葛南市川灯台から真方位０７５°４.１８km 付近 

（概位 北緯３５°４０.６０′ 東経１３９°５８.７０′） 

事故等調査の経過 平成２７年３月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 TOTAI
ト ー タ イ

 MARU
マ ル

（カンボジア王国籍）、１,４９５トン 

 ９００５６３７（ＩＭＯ番号）、DALIAN HEYANG SHIPPING AGENCY 

CO.,LTD. 

 乗組員等に関する情報 船長（中華人民共和国籍）、免状不詳 

 死傷者等 なし 

 損傷 左舷船側外板中央部に湾曲、右舷船側外板中央部の塗装に焼損及び船 

倉ハッチカバーにゆがみ 

 事故等の経過  本船は、船長ほか９人（中華人民共和国籍７人、ベトナム社会主義

共和国籍１人、バングラデシュ人民共和国籍１人）が乗り組み、船橋

中央ふ頭北岸壁において、左舷着けで荷役作業中、平成２７年３月 

２５日１３時０５分ごろ、船倉中央部付近のスクラップから煙が噴出

し、約２時間後に出火した。 

本船は、消防車、巡視艇、消防艇及び本船の消火ホースによる注水

作業の結果、２０時２０分ごろ鎮火した。 

本船は、船倉内の積荷及び船底に溜
た

まったビルジが全て陸揚げさ

れ、船級協会等の検査後、ハッチカバーが修理され、４月９日、空倉

で中華人民共和国の造船所へ向かった。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 本船は、日本で建造された船舶を改造した船齢約２５年の船尾船橋

型の鋼船であり、船倉が船首部から船橋前部まで続いていた。 

本船は、スクラップから煙が噴出した時、スクラップが、船倉内に

約７００ｔ積み込まれており、陸上に約２００ｔ残っていた。 

積み込まれたスクラップには、金属類、電化製品、バッテリ、プラ

スチック、電気配線等が混在しており、油脂類の付着物も多く見られ

た。 



分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

本船は、船橋中央ふ頭北岸壁において荷役作業中、積荷のスクラッ

プが発火して可燃物に延焼したことから、火災が発生したものと考え

られる。 

スクラップは、金属類の摩擦熱等で油脂類が発火し、周囲の可燃物

に延焼した可能性があると考えられるが、その状況を明らかにするこ

とはできなかった。 

原因 本事故は、本船が、船橋中央ふ頭北岸壁において荷役作業中、積荷

のスクラップが発火して可燃物に延焼したため、発生したものと考え

られる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・スクラップは、可燃物を分別し、可能な限り除去することが望ま

しい。 

 


